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戸以上の中高層住宅とする。 

３．設置届提出の際の必要書類（太字の書類についてはこの要領に記載例があります） 

  次の①、②、③（正・副の２部）を、A4 の紙ファイルに綴じて提出してください。 

①廃棄物保管場所等設置届（別記第３号様式（第２１条関係）） 

 ※豊島清掃事務所にて、事前協議時にお渡しいたします。 

②念書（P18・19） 

  清掃事務所と協議した内容、及び確認した内容を記載してください。 

  ※①、②は建築者の押印が必要です。 

 ③図面等 

１．建築物の案内図（地図の写しで可）・配置図 

２．建築物の設計概要（用途、規模、階数、建築面積、延床面積等が分かるもの） 

３．建築物の用途別床面積内訳書（P15） 

４．建築物の各階平面図（用途、住戸面積等記載されているもの） 

５．廃棄物保管場所等の配置図（位置図）（各階平面図で確認できれば省略できます） 

６．運搬車通路詳細図（幅員、高さ、軌跡が記載されているもの） 

７．容器数の算定表（P16・17） 

８．廃棄物保管場所等の詳細図（平面図・立面図・断面図（縮尺５０分の１）） 

９．廃棄物保管場所等の仕様及び面積算定求積図（８．で確認できれば省略できます） 

※その他廃棄物保管場所等に関して必要と認める図面等 

 

４．提出書類作成の手順 

 Ⅰ 廃棄物保管場所 

 （１）建築物の用途と規模を明確にしてください。 

  ア 「用途別床面積内訳書」（P15）により、用途ごとの床面積等の計算を明確にする。 

その場合廃棄物の排出対象となる有効面積を、その他（共用部分）と区別する。 

  イ 住宅部分の人員数は、原則として別表２「部屋面積別人員数」（P7）により算定する。 
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ただし、実際に使用する人員が確定する場合（例：会社の独身寮）は、その人員で算定 

する。 

（２）建築物より発生する廃棄物の量を算定してください。 

  ア 原則として別表１「施設用途別廃棄物排出基準」（P7）により算定する。 

ただし、過去の廃棄物排出データがある場合は、豊島清掃事務所の了承を得た上でそのデ 

ータを用いて算定する。 

  イ 算定に当たっては、家庭系と事業系（事務所・店舗等）を区別する。 

  ウ 廃棄物の発生量は、同規模・同用途の建築物においても異なることが考えられますので、 

事前に豊島清掃事務所と十分打ち合わせしてください。 

 

 （３）算定した廃棄物の量を、可燃ごみ、不燃ごみごとに区分し、その割合を確認してくださ

い。 

  ア 家庭廃棄物の区分割合は、容器数の算定表（P16）を参照すること。 

  イ 事業系廃棄物の場合は、豊島清掃事務所の了承を得た上で過去のデータを用いて算定す

る。ただし、過去のデータがない場合は、容器数の算定表（P17）に記載の割合とする。 

 

  ※（１）（２）（３）については、豊島区大規模建築物の廃棄物保管場所等設置基準（以下、「設

置基準」という。）第８条（P31）を参照。 

 

（４）廃棄物の収集方法、収集間隔を決めてください。 

 ア 家庭系は区の収集、事業系（事務所・店舗等）は原則として自己処理又は、一般（産業） 

廃棄物処理業者の収集です。 

 イ 収集間隔は、区で収集する場合は、原則として可燃ごみ１週２回・不燃ごみ２週１回 

です。粗大ごみは、申し込み制です。 

 ウ 事業系廃棄物で廃棄物処理業者が収集する場合は、契約により収集回数（形態）を決め 

てください。 
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（５）廃棄物の保管設備を決めてください。 

   廃棄物の保管設備は、設置基準の第７条（P30）を基に、別表４「大規模建築物の用途 

別、規模別、廃棄物保管設備等の設置基準及び処理方法」（P9）の中から決める。 

 ア 容器による場合 

   設置基準の第６条（１）を参照してください。・・・・P29 

 イ 特殊架装車専用反転コンテナボックス（以下、「反転コンテナ」という。）の場合 

   設置基準の第６条（２）を参照してください。・・・・P29 

 ウ 自動貯留排出機（以下、「貯留機」という。）の場合 

   設置基準の第６条（３）を参照してください。・・・・P29 

 エ 車両搭載式コンテナの場合 

   設置基準の第６条（４）を参照してください。・・・・P30 

 オ その他の設備の場合 

   設置基準の第６条（５）を参照してください。・・・・P30 

   ※保管設備の選定にあたっては、事前に清掃事務所と十分協議すること。 

 

（６）廃棄物保管設備の必要数を決めてください。 

  ア 容器については、「容器数の算定表」（P16）により算定する。 

  イ 反転コンテナについては、アに準じて算定する。 

  ウ ア・イ以外の方法による場合は、豊島清掃事務所と十分に協議する。 

 

（７）廃棄物保管場所の位置・構造等を決めてください。 

    廃棄物保管場所の位置や構造は、利用者の利便性、収集作業の効率等を考慮して 

決めてください。 

ア 設置基準の第３条（P27）から第５条（P28）を参照してください。 

イ 図１（P10）から図４（P13）までの保管場所、容器、反転コンテナ等の配置例を参考 

にしてください。 
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（８）粗大ごみ集積所を別に設置してください。 

設置基準の第９条（P31）を参照してください。 

 （９）廃棄物持出し場所を決めてください。 

  ア 運搬車が敷地内に進入する場合、容器の場合は図１（P10）を、反転コンテナの場合は 

    図４（P13）を参照してください。その他の保管設備については、清掃事務所と十分協議 

してください。 

  イ 運搬車が敷地内に進入できない場合は、敷地内の道路に面した場所にしてください 

図１（P10）を参照してください。 

 

Ⅱ 再利用対象物保管場所 

（１）保管場所の最低必要面積を算出してください。 

    別表３「再利用対象物保管場所の最低必要面積算出基準」（P8）により算定する。 

   ただし、算出にあたっては、次のことに注意してください。 

  （ア）同一敷地内に保管場所設置の対象となる建築物が数棟ある場合は、各棟ごとに保管場所 

の面積を算出し、その合計面積を保管場所最低必要面積とすること。 

  （イ）用途欄に記載された用途以外の建築物（倉庫、駐車場等）の場合は、豊島清掃事務所と 

十分協議を行い、了承を得た上で類似の用途を用いて算出すること。 

  （ウ）プラスチック保管場所の最低必要面積は、P16 の容器数の算定表を参照すること。 

 

（２）保管場所の位置・構造等を決めてください。 

    設置基準の第１１条（P32）、及び設置基準の第１２条（P32）を参照してください。 

 

 （３）再利用対象物の持出し場所を決めてください。 

    原則、廃棄物持出し場所と同じ位置にしてください。 
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容器
反転コン
テナボッ
ク　　ス

自動貯留
排 出 機

車両搭載
式コンテ
ナ　　等

そ の 他 豊 島 区 自己処理 許可業者

可燃ごみ 　※〇 〇 〇

不燃ごみ 〇 〇

可燃ごみ 〇 　※〇 〇 〇

不燃ごみ 〇 〇

一　般
廃棄物

〇 〇 〇 〇 一　　廃

産　業
廃棄物

〇 〇 〇 〇 産　　廃

一　般
廃棄物

〇 〇 〇 〇 〇 〇 一　　廃

産　業
廃棄物

〇 〇 〇 〇 〇 〇 産　　廃

　※新大型特殊車のみ（P10参照）

処 理 方 法
粗大ごみ

集 積 所

〇

〇

備　　　　　考

　一廃：

　　一般廃棄物
　　　処理業者

　産廃：

　　産業廃棄物
　　　処理業者

〇

〇

区の収集

運搬業務

の提供を

受けない

場　　合

１００戸
以　　上

１００戸
未　　満

排出日量
1,000kg
以   上

排出日量
1,000kg
未　　満

建 築 物 規 模 等 廃 棄 物

廃 棄 物 保 管 設 備 の 種 類

区の収集

運搬業務

の提供を

受 け る

場　　合
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ビン・カン
ペットボトル

700mm

400mm

400mm

資源用コンテナ（ビン・カン）……370mm✕380mm✕530mm

自立式資源用ネット（ペットボトル）…400mm✕400mm✕700mm



（ビン・カン）（ビン・カン）

ネット
（ペットボトル）













念  書（案）（事業用 見本） 

 
私は           に建設します建築物（名称             ）の

廃棄物保管場所等に関し、下記のとおり遵守することを約束します。 
 

記 
 
1. 収集日当日は、敷地内の円滑な通行並びに安全な収集作業ができるように準備を徹底し

ます。 
2. 廃棄物保管場所等、持ち出し場所及び容器等は常に清潔を保つとともに、その管理を徹

底します。 
3. 容器等の取り扱い及び持ち出し場所等の管理について、収集運搬業務の遂行に支障のな

いようにするとともに、近隣住民等との問題が生じた場合は、責任をもって解決すること

を約束します。 
4. 廃棄物保管場所等の仕様に不足が生じた場合は、区の指示に従い速やかに是正します。 
5. 事業系廃棄物等について、容器数の算定表に記載の収集間隔（必要回数）を遵守し、別

途契約書に記載の委託業者が責任をもって収集運搬します。 
5. 事業系廃棄物等について、業者による収集運搬とします。委託業者が決まり次第、契約

書の写し及び許可証の写しを提出します。 
6. 当建築物の完成後に「廃棄物管理責任者」を選任し、「廃棄物管理責任者選任届」を豊

島清掃事務所に提出するとともに、再利用計画書の提出及び立入検査の実施についても

適切に対応します。（1,000 ㎡以上で事業用途建築物に限る） 
7. 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例を遵守するとと

もに、廃棄物の減量及び再利用の推進に努めます。 
8. 当建築物を譲渡、分譲または管理を別の事業者に委託する場合は、上記の事項を責任を

もって引継ぎます。 
 
 
 
 
 

年   月   日 
豊 島 区 長 様 

建築主 住所               
氏名             印 
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   念  書（案）（住宅用 見本） 

 
私は           に建設します建築物（名称             ）の

廃棄物保管場所等に関し、下記のとおり遵守することを約束します。 
 

記 
 
1. 収集日当日に、責任をもって容器を別図（配置図、平面図）場所まで持ち出します。収

集後速やかに容器を洗浄し、保管場所に格納します。 
2. 収集日当日は、敷地内の円滑な通行並びに安全な収集作業ができるように準備を徹底し

ます。 
3. 廃棄物保管場所等、持ち出し場所及び容器等は常に清潔を保つとともに、その管理を徹

底します。 
4. 容器等の取り扱い及び持ち出し場所等の管理について、収集運搬業務の遂行に支障のな

いようにするとともに、近隣住民等との問題が生じた場合は、責任をもって解決すること

を約束します。 
5. 廃棄物保管場所等の仕様に不足が生じた場合は、区の指示に従い速やかに是正します。 
6. 当建築物の全部、または一部を事業用途に変更した場合は、事業系廃棄物として業者に

よる収集とします。 
7. 事業系廃棄物の収集運搬について、委託業者が決まり次第、契約書の写し及び許可証の

写しを提出します。容器数の算定表に記載の収集間隔（必要回数）を遵守し、別途契約書

に記載の委託業者が責任をもって収集運搬します。 
8. 事業用対象延床面積が 1,000 ㎡を超える場合は「廃棄物管理責任者」を選任し、「廃棄

物管理責任者選任届」を豊島清掃事務所に提出するとともに、「再利用計画書」の提出及

び立入検査の実施についても適切に対応します。 
9. 当建築物を譲渡、分譲または管理を別の事業者に委託する場合は、上記の事項を責任を

もって引継ぎます。 
 
 
 
 

年   月   日 
豊 島 区 長 様 

建築主 住所               
氏名             印 
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（反転コンテナ対応車両は新大型特殊車のみ）
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